
   向日市保育士奨学金貸与条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、向日市保育士奨学金条例（令和３年条例第１号。以下

「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（申請手続） 

第３条 奨学金の貸与を受けようとする者は、向日市保育士奨学金申請書（様

式第１号）に、次の必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 養成施設の在学証明書 

(2) 住民票記載事項証明書（外国籍の者は滞在資格を永住権とする外国人

登録証） 

(3) 学業成績証明書（現に養成施設に１年以上在学している者にあっては

前年の学業成績証明書） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（奨学金の貸与） 

第４条 奨学金の貸与は、無利子とする。 

（連帯保証人） 

第５条 条例第７条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者でなけれ

ばならない。 

（決定通知） 

第６条 市長は第３条の申請があったときは、その内容を審査し、貸与の可

否を決定し、申請者に向日市保育士奨学金貸与可否決定通知書（様式第２

号）により通知する。 

（誓約書） 

第７条 奨学金の貸与を受ける者（以下「被貸与者」という。）は、速やか

に誓約書（様式第３号）に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（奨学金の交付） 
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第８条 奨学金は、貸与を決定した日の属する月から、毎月末日に交付する

ものとする。ただし、末日に交付することが困難な場合は、この限りでは

ない。 

（届出の義務） 

第９条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、向日市保育士

奨学金異動事項等届出書（様式第４号）により、市長に提出しなければな

らない。 

(1) 氏名、住所又は連絡先を変更したとき。 

(2) 疾病等により修学の見込みがなくなったとき。 

(3) 休学し、復学し、転学し、留年し、又は退学したとき。 

(4) 停学の処分を受け、又は当該処分が解かれたとき。 

(5) 奨学金を必要としなくなったとき。 

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他の事項について変更が生じたとき。 

(8) 勤務している市内保育施設等を退職し、休職し、又は復職したとき。 

２ 市内保育施設等における保育業務に従事したときは、向日市保育士奨学

金業務従事届（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。 

３ 被貸与者は、奨学金の返還又は返還の免除が決定するまでの毎年３月３

１日現在の状況を、向日市保育士奨学金現況届（様式第６号）により、速

やかに市長に届け出なければならない。 

４ 被貸与者が保育士養成施設を卒業したときは、向日市保育士奨学金卒業

等報告書（様式第７号）により、市長に届け出なければならない。 

５ 被貸与者が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、向日市保育士

奨学金死亡届（様式第８号）に事実を証明する書面を添えてその旨を速や

かに届出しなければならない。 

６ 各項の規定による届出は、貸与に係る債務が消滅したときは、この限り

でない。 

（連帯保証人の変更申請等） 

第１０条 貸与者が連帯保証人を変更しようとするときは、向日市保育士奨

学金連帯保証人変更申請書（様式第９号）により、市長に申請しなければ

ならない。 
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２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を

決定し、当該申請した者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、変更する旨の通知を受けた者は、速やかに誓約書に

新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（借用書の提出） 

第１１条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、向日市保育

士奨学金借用証書（様式第１０号）を遅滞なく市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき。 

(2) 奨学金の貸与が取り消されたとき。 

(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。 

２ 被貸与者が貸与期間中に死亡したときは、相続人は借用証書を市長に提

出しなければならない。 

（返還の免除の申請等） 

第１２条 条例第１３条の免除を受けようとする者は、向日市保育士奨学金

返還免除申請書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の免除の申請があったときは、当該免除の申請について可

否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（返還の免除） 

第１３条 条例第１３条第１項の雇用形態については、１日につき６時間以

上かつ１月につき２０日以上勤務する者とする。 

２ 条例第１３条第２項の免除については、次に掲げるとおりとする。 

(1) 養成施設を卒業して１年以内に市内保育施設等に雇用されていないも

のの、卒業した日の属する月の翌月末日までに市内保育施設等に保育士

として勤務するとき。 

(2) 被貸与者が、業務上の事由により死亡し、又は業務の起因する心身の

故障のため当該業務を継続することができなくなったとき。 

(3) 市内保育施設等に貸与期間以上勤務を継続することが困難になったと

き。 
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(4) その他市長が認めたとき。 

３ 前項第３号に規定する免除額は、返還額に市内保育施設等における勤務

月数を乗じて得た額を貸与期間の月数で除して得た額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（返還方法） 

第１４条 被貸与者は、返還事由の生じた日の属する月の翌月の末日までに

貸与した額を返還しなければならない。 

（返還の猶予の申請等） 

第１５条 条例第１２条の規定により返還の猶予を受けようとする者は、向

日市保育士奨学金返還猶予申請書（様式第１２号）を市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項による猶予の申請があったときは、その内容を審査し、可

否を決定し、申請者に通知するものとする。 

（勤務期間の計算） 

第１６条 奨学金の返還の免除等の基礎となる勤務期間の計算は、保育業務

に従事した日の属する月から従事しなくなった日の前日の属する月まで

の月数による。ただし、産前産後休暇、育児休業などの期間は除く。 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


